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各 教 育 局 長 

各 道 立 学 校 長 

各市町村教育委員会教育長（札幌市を除く） 

（ 各 市 町 村 立 学 校 長 ） 

 

北海道教育庁学校教育局生徒指導・学校安全課長 泉 野 将 司  

 

誰一人取り残されない学びの保障に向けた不登校対策について（通知） 

このことについて、文部科学省初等中等教育局長から、別添写しのとおり通知がありまし

たので、お知らせします。 

不登校児童生徒への支援につきましては、義務教育の段階における普通教育に相当する教

育の機会の確保等に関する法律等に基づき、関係者において様々な努力がなされ、児童生徒

の社会的自立に向けた支援が行われてきておりますが、近年、道内の不登校児童生徒数が増

加し続け、令和３年度「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査」

では、約１万1,300人に上り過去最高となるなど、生徒指導上の喫緊の課題となっております。 

また、同調査からは、90日以上の不登校であるにもかかわらず、学校内外の専門機関等で

相談・指導等を受けていない小・中学生が約6,400人に上ることも明らかとなっています。 

 つきましては、本通知の内容も踏まえ、関係機関と連携しつつ、不登校児童生徒への支援

に関する取組についてより一層の充実に努めていただきますよう、お願いいたします。 

 

（生徒指導係）  
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